
京都市告示第   号 

 京都市市税条例等の一部を改正する条例（平成２８年条例第３号）第１条の規定による

改正後の京都市市税条例附則第１６条の４の３に規定する京都府知事が自動車税の環境性

能割を減免する自動車に相当するものとして市長が定める３輪以上の軽自動車は次に掲げ

るとおりとします。 

  令和元年６月２７日 

京都市長 門川 大作 

 

１ 震災，風水害，落雷，火災又はこれらに類する災害（以下この項において「災害」と

いう。）のあった日から６月以内に取得された軽自動車であって，災害によって滅失

し，又は損壊した自動車に代わるものとして取得した軽自動車と京都府知事が認める

もの 

２ 医療法（昭和２３年法律第２０５号）第３１条に規定する公的医療機関の救急軽自動

車，血液事業の用に供する軽自動車又はへき地巡回診療の用に供する軽自動車 

３ 下肢等障害者が取得した軽自動車（下肢等障害者が１８歳未満である場合又は所有す

ることが困難であると認められる場合にあっては，その者と生計を一にする者が取得

した軽自動車を含む。）で専ら当該下肢等障害者が運転するもの又は当該下肢等障害

者と生計を一にする者が専ら当該下肢等障害者のために運転するもの（第７項に該当

するものを除く。） 

４ 下肢等障害者のみで構成される世帯の下肢等障害者が取得した軽自動車で当該下肢等

障害者を常時介護する者が専ら当該下肢等障害者のために運転するもの（第７項に該

当するものを除く。） 

５ 構造上下肢等障害者の利用に供するための軽自動車で下肢等障害者以外の者の利用に

併せて供するものと京都府知事が認めるもの（第７項に該当するものを除く。） 

６ 構造上下肢等障害者が専ら運転するための軽自動車と京都府知事が認めるもので営業

用のもの（次項に該当するものを除く。） 

７ 特種用途自動車のうち，構造上下肢等障害者の利用に専ら供するための軽自動車と京

都府知事が認める軽自動車 

８ 特定非営利活動促進法（平成１０年法律第７号。以下「法」という。）第２条第２項

に規定する特定非営利活動法人が無償で譲り受けた軽自動車で，当該特定非営利活動

２０５



法人の設立の日から３年以内に法第１１条第１項の規定により当該特定非営利活動法

人の定款に記載された特定非営利活動に係る事業の用に供するもの 

   附 則 

この告示は，令和元年１０月１日から施行します。 

（行財政局税務部税制課） 

 


